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前
文

　

日
本
国
政
府
及
び
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府

は
、
北
西
太
平
洋
の
生
物
資
源
の
保
存
、
再
生
産
、
最
適
利
用

及
び
管
理
に
関
す
る
共
通
の
関
心
を
考
慮
し
、
海
洋
法
に
関
す

る
国
際
連
合
条
約
が
採
択
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
し
、
一
九
七
七

年
五
月
二
日
付
け
の
日
本
国
の
漁
業
水
域
に
関
す
る
暫
定
措
置

法
及
び
一
九
八
四
年
二
月
二
八
日
付
け
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主

義
共
和
国
連
邦
の
経
済
水
域
に
関
す
る
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義

共
和
国
連
邦
最
高
会
議
幹
部
会
令
の
関
係
諸
規
定
を
考
慮
し
、

漁
業
の
分
野
に
お
け
る
科
学
技
術
協
力
の
促
進
に
関
し
て
相
互

に
関
心
を
有
し
、
北
西
太
平
洋
の
生
物
資
源
の
保
存
、
再
生
産
、

最
適
利
用
及
び
管
理
の
た
め
の
漁
業
の
分
野
に
お
け
る
科
学
的

調
査
の
重
要
性
に
留
意
し
、
漁
業
の
分
野
に
お
け
る
互
恵
的
協

力
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
希
望
し
て
、次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

（
漁
業
の
分
野
に
お
け
る
協
力
）

第
一
条　

両
締
約
国
政
府
は
、
北
西
太
平
洋
の
生
物
資
源
の
保

存
、
再
生
産
、
最
適
利
用
及
び
管
理
に
関
す
る
協
力
を
含
む
漁

業
の
分
野
に
お
け
る
互
恵
的
協
力
を
発
展
さ
せ
る
。

（
北
西
太
平
洋
二
百
海
里
水
域
の
外
側
の
水
域
に
お
け
る
溯
河

性
魚
種
の
我
が
国
に
よ
る
漁
獲
に
つ
い
て
の
基
本
的
枠
組
み
）

第
二
条

　

１　

両
締
約
国
政
府
は
、
溯
河
性
魚
種
の
発
生
す
る
川
の
所

在
す
る
国
（
以
下
「
母
川
国
」
と
い
う
。）
が
当
該
魚
種
に
関

し
第
一
義
的
利
益
及
び
責
任
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
。

　

２　

両
締
約
国
政
府
は
、
溯
河
性
魚
種
の
母
川
国
が
そ
の
二

百
海
里
水
域
の
外
側
の
限
界
よ
り
陸
側
の
す
べ
て
の
水
域
に
お

け
る
当
該
魚
種
の
漁
獲
及
び
二
百
海
里
水
域
の
外
側
の
水
域
に

お
け
る
当
該
魚
種
の
漁
獲
に
対
す
る
適
当
な
規
制
措
置
を
定
め

る
こ
と
に
よ
つ
て
当
該
魚
種
の
保
存
を
確
保
す
る
こ
と
を
認
め

る
。
両
締
約
国
政
府
は
、
ま
た
、
母
川
国
が
、
二
百
海
里
水
域

の
外
側
の
水
域
に
お
い
て
母
川
国
と
の
合
意
に
基
づ
き　

母
川

国
の
川
に
発
生
す
る
溯
河
性
魚
種
の
漁
獲
を
行
つ
て
い
る
国
並

び
に
二
百
海
里
水
域
の
外
側
の
限
界
よ
り
陸
側
の
水
域
に
入
る

か
又
は
こ
の
水
域
を
通
過
し
て
回
遊
す
る
当
該
魚
種
の
保
存
及

び
管
理
に
つ
い
て
母
川
田
と
協
力
し
つ
つ
当
該
魚
種
の
漁
獲
を

行
つ
て
い
る
国
と
協
議
の
上
、
当
該
魚
種
の
総
漁
獲
可
能
量
を

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
認
め
る
。

　

３
⑴　

両
締
約
国
政
府
は
、
溯
河
性
魚
種
の
漁
獲
が
二
百
海

里
水
域
の
外
側
の
限
界
よ
り
陸
側
の
水
域
に
お
い
て
の

み
行
わ
れ
る
（
こ
の
規
定
の
適
用
が
母
川
国
以
外
の
国

に
経
済
的
混
乱
を
も
た
ら
す
場
合
を
除
く
。）
こ
と
を

認
め
る
。
両
締
約
国
政
府
は
、
北
西
太
平
洋
の
二
百
海

里
水
域
の
外
側
の
水
域
に
お
け
る
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主

義
共
和
国
連
邦
の
川
に
発
生
す
る
溯
河
性
魚
種
の
漁
獲

に
関
し
、
当
該
魚
種
に
関
す
る
保
存
上
の
要
請
及
び
ソ

ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
の
必
要
性
に
妥
当
な

考
慮
を
払
つ
て
、
日
本
国
に
よ
る
当
該
漁
獲
の
条
件
に

関
す
る
合
意
に
達
す
る
た
め
協
議
を
行
う
。

　

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
は
、
日
本

国
に
よ
る
溯
河
性
魚
種
の
通
常
の
漁
獲
量
及
び
操
業
の

形
態
並
び
に
そ
の
漁
獲
が
行
わ
れ
て
き
た
す
べ
て
の
水

域
を
考
慮
す
る
。

⑵　

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
は
、
日
本
国
が

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
と
の
合
意
に
よ
り

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
の
川
に
発
生
す
る

溯
河
性
魚
種
の
再
生
産
の
た
め
の
措
置
に
参
加
し
、
特

に
、
こ
の
目
的
の
た
め
の
経
費
を
負
担
し
て
い
る
場
合

に
は
、
日
本
国
に
対
し
、
当
該
魚
種
の
漁
獲
に
つ
い
て

特
別
の
考
慮
を
払
う
。

　

４
⑴　

両
締
約
国
政
府
は
、
二
百
海
里
水
域
の
外
側
の
水
域

に
お
け
る
溯
河
性
魚
種
に
関
す
る
規
制
の
実
施
は
母
川
国

と
他
の
関
係
国
と
の
間
の
合
意
に
よ
る
こ
と
を
認
め
る
。

⑵　

北
西
太
平
洋
の
二
百
海
里
水
域
の
外
側
の
水
域
に
お

け
る
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
の
川
に
発
生

す
る
溯
河
性
魚
種
に
関
す
る
規
制
の
実
施
は
、
両
締
約

国
政
府
の
間
の
合
意
に
基
づ
き
、
次
の
規
定
に
従
つ
て

行
わ
れ
る
。

⒜　

日
本
国
の
漁
船
に
対
し
北
西
太
平
洋
の
二
百
海
里

水
域
の
外
側
の
木
城
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定
に
基

づ
き
溯
河
性
魚
種
の
漁
獲
を
行
う
許
可
を
与
え
る
許

可
証
は
、
日
本
国
政
府
の
権
限
の
あ
る
機
関
が
発
給

す
る
。日
本
国
政
府
の
権
限
の
あ
る
機
関
は
、ソ
ヴ
ィ

エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
の
権
限
の
あ
る
機

関
に
対
し
、
当
該
許
可
証
を
発
給
し
た
漁
船
の
船
名

及
び
特
徴
、
許
可
番
号
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
速

や
か
に
通
報
す
る
。

　

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
の
権
限

の
あ
る
機
関
は
、
そ
の
通
報
に
基
づ
き
当
該
許
可
証

に
関
す
る
登
録
を
行
う
。

⒝　

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
の
正
当

に
権
限
を
有
す
る
公
務
員
は
、
装
備
、
魚
そ
う
、
航

海
日
誌
そ
の
他
の
書
類
及
び
漁
獲
物
そ
の
他
の
物
件

を
検
査
し
並
び
に
乗
組
員
に
対
し
て
質
問
す
る
た

め
、
溯
河
性
魚
種
の
漁
獲
を
行
つ
て
い
る
日
本
国
の

漁
船
に
乗
船
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
検
査
及
び

＜

資
料
１＞

漁
業
の
分
野
に
お
け
る
協
力
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト

社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
と
の
間
の
協
定
（
日
ソ
漁
業
協
力
協
定
）

　

一
九
八
五
年
五
月
一
三
日　

効
力
発
生
・
公
布
・
告
示
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は
、
当
該
漁
獲
活
動
に
つ
い
て
池
方
の
締
約
国
政　

府
の
注
意

を
喚
起
す
る
。
両
締
約
国
政
府
は
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
漁
獲

活
動
の
防
止
に
関
し
協
議
す
る
。

　

10　

こ
の
条
の
実
施
に
関
す
る
合
意
（
３
及
び
４
⑵
に
い
う

合
意
を
含
む
。）
は
、
第
七
条
に
い
う
日
ソ
漁
業
合
同
委
員
会

の
会
議
の
議
事
録
に
記
載
さ
れ
る
。
こ
の
合
意
は
、
各
締
約
国

政
府
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
法
上
の　

手
続
に
従
つ
て
当
該
議
事

録
を
承
認
し
た
こ
と
を
通
知
す
る
外
交
上
の
公
文
を
交
換
し
た

日
に
効
力
を
生
ず
る
。

（
科
学
的
調
査
に
つ
い
て
の
協
力
）

第
三
条

　

１　

両
締
約
国
政
府
は
、
漁
業
の
分
野
に
お
け
る
科
学
的
調

査
、
特
に
北
西
太
平
洋
の
生
物
資
源
の
保
存
、
再
生
産
、
最
適

利
用
及
び
管
理
の
た
め
に
必
要
な
科
学
的
調
査
の
実
施
に
つ
い

て
協
力
す
る
。

　

両
締
約
国
政
府
は
、
科
学
者
及
び
専
門
家
が
、
必
要
に
応
じ
、

こ
の
科
学
的
調
査
の
調
整
及
び
実
施
の
問
題
、
そ
の
結
果
の
分

析
及
び
評
価
の
問
題
並
び
に
両
締
約
国
政
府
が
相
互
に
関
心
を

有
す
る
北
西
太
平
洋
に
お
け
る
漁
獲
に
関
す
る
情
報
の
交
換
の

問
題
に
関
し
協
議
す
る
こ
と
に
つ
き
協
力
す
る
。

　

２　

両
締
約
国
政
府
は
、
相
互
に
関
心
を
有
す
る
場
合
に
、

海
水
及
び
淡
水
に
お
け
る
生
物
資
源
の
漁
獲
、
増
殖
及
び
養
殖

の
技
術
及
び
方
法
の
改
善
並
び
に
こ
れ
ら
の
生
物
資
源
の
加

工
、
保
蔵
及
び
輸
送
の
方
法
の
改
善
に
つ
い
て
協
力
す
る
。

（
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
）

第
四
条　

両
締
約
国
政
府
は
、
適
当
な
場
合
に
、
入
手
可
能
か

最
良
の
科
学
的
証
拠
を
考
慮
し
、
両
締
約
国
政
府
が
共
通
の
関

心
を
有
す
る
北
西
太
平
洋
の
二
百
海
里
水
域
の
外
側
の
水
域
に

お
け
る
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
つ
い
て
協
力
す
る
。

（
国
際
機
関
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
漁
業
の
問
題
に
つ
い
て
の

協
議
）

第
五
条　

両
締
約
国
政
府
は
、相
互
に
関
心
を
有
す
る
場
合
に
、

質
問
に
当
た
つ
て
、
当
該
公
務
員
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト

社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
の
権
限
の
あ
る
機
関
が

発
行
し
た
身
分
証
明
書
を
提
示
し
、
か
つ
、
当
該
漁

船
の
漁
獲
活
動
が
被
る
妨
げ
を
最
小
の
も
の
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⒞　

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
の
正
当

に
権
限
を
有
す
る
公
務
員
は
、
日
本
国
の
漁
船
が
、

現
に
漁
船
に
係
る
こ
の
条
に
関
す
る
合
意
に
違
反
す

る
漁
獲
を
行
つ
て
い
る
と
き
又
は
当
該
公
務
員
が
乗

船
す
る
前
に
現
に
そ
の
よ
う
な
漁
獲
を
行
つ
て
い
た

と
信
ず
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
漁
船
を
拿
捕
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共

和
国
連
邦
政
府
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
日
本

国
政
府
に
当
該
漁
船
の
拿
捕
を
通
告
し
、
か
つ
、
当

該
公
務
員
は
、
両
締
約
国
政
府
が
当
該
漁
船
の
引
渡

し
に
関
し
別
途
合
意
し
な
い
限
り
、
で
き
る
限
り
速

や
か
に
、
拿
捕
し
た
場
所
で
日
本
国
政
府
の
正
当
に

権
限
を
有
す
る
公
務
員
に
当
該
漁
船
及
び
そ
の
乗
組

員
を
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
か
ら
な
い
。

⒟　

日
本
国
の
当
局
の
み
が
、
漁
船
に
係
る
こ
の
条
に

関
す
る
合
意
に
対
す
る
日
本
国
の
漁
船
に
よ
る
違
反

に
関
連
し
て
生
ず
る
事
件
に
つ
い
て
裁
判
し
、か
つ
、

刑
を
科
す
る
管
轄
権
を
有
す
る
。
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会

主
義
共
和
国
連
邦
政
府
は
、
日
本
国
政
府
に
対
し
、

当
該
違
反
を
証
明
す
る
調
書
及
び
証
拠
を
で
き
る
限

り
速
や
か
に
提
供
す
る
。

⒠　

日
本
国
政
府
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国

連
邦
政
府
に
対
し
、
漁
船
に
係
る
こ
の
条
に
関
す
る

合
意
に
対
す
る
日
本
国
の
漁
船
に
よ
る
違
反
に
関
し

て
日
本
国
の
当
局
が
と
つ
た
措
置
に
つ
き
通
報
す
る
。

⒡　

日
本
国
政
府
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国

連
邦
政
府
の
正
当
に
権
限
を
有
す
る
公
務
員
が
日
本

国
の
漁
船
に
支
障
な
く
乗
船
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ

る
こ
と
と
な
る
よ
う
に
、
及
び
当
該
公
務
員
が
漁
船

に
あ
る
間
、
当
該
漁
船
の
乗
組
員
が
検
査
（
検
査
の

結
果
発
見
さ
れ
た
違
反
を
除
去
す
る
た
め
の
措
置
を

と
る
こ
と
を
含
む
。）
の
実
施
に
つ
い
て
当
該
公
務

員
に
協
力
す
る
よ
う
に
、
適
当
な
措
置
を
と
る
。

⒢　

日
本
国
政
府
の
権
限
の
あ
る
機
関
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ

ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
の
権
限
の
あ
る
機
関

に
対
し
、
合
意
さ
れ
た
経
路
を
通
じ
、
か
つ
、
合
意

さ
れ
た
期
日
に
、
溯
河
性
魚
種
の
定
め
ら
れ
た
漁
獲

量
の
日
本
国
に
よ
る
利
用
の
状
況
に
関
す
る
情
報
を

送
付
す
る
。

　

５　

日
本
国
政
府
は
、
北
西
太
平
洋
の
二
百
海
里
水
域
の
外

側
の
水
域
に
お
い
て
日
本
国
の
国
民
及
び
漁
船
が
漁
船
に
係
る

こ
の
条
に
関
す
る
合
意
を
遵
守
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に

必
要
な
措
置
を
と
る
。

　

６　

締
約
国
政
府
は
、
他
方
の
締
約
国
の
川
に
発
生
ず
る
溯

河
性
魚
種
が
自
国
の
二
百
海
里
水
域
の
外
側
の
限
界
よ
り
陸
側

の
水
域
に
入
る
か
又
は
こ
の
水
域
を
通
過
し
て
回
遊
す
る
場
合

に
は
、
当
該
魚
種
の
保
存
及
び
管
理
に
つ
い
て
当
該
他
方
の
締

約
国
の
政
府
と
協
力
す
る
。

　

７　

日
本
国
政
府
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦

政
府
の
科
学
視
察
員
が
、
両
締
約
国
政
府
の
問
で
合
意
す
る
条

件
の
下
で
、
溯
河
性
魚
種
の
漁
獲
に
関
す
る
科
学
的
情
報
を
収

集
す
る
た
め
に
、
北
西
太
平
洋
の
二
百
海
里
水
域
の
外
側
の
水

域
に
お
い
て
溯
河
性
魚
種
の
漁
獲
を
行
つ
て
い
る
日
本
国
の
漁

船
を
一
時
的
に
訪
問
す
る
こ
と
に
便
宜
を
与
え
る
。

　

８　

両
締
約
国
政
府
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
国
の
川
に
発
生

す
る
溯
河
性　

魚
種
の
保
存
、
再
生
産
、
最
適
利
用
及
び
管
理

の
た
め
に
必
要
な
科
学
的
調
査
の
実
施
、
共
同
計
画
の
作
成
及

び
実
施
並
び
に
資
料
（
当
該
魚
種
の
起
源
に
関
す
る
資
料
を
含

む
。）
の
交
換
に
つ
い
て
協
力
す
る
。

　

９　

各
締
約
国
政
府
は
、
両
国
の
い
ず
れ
に
も
所
属
し
て
い

な
い
漁
船
が　

北
西
太
洋
の
二
百
海
里
水
域
の
外
側
の
水
域
に

お
い
て
他
方
の
国
の
川
に
発
生
す
る
溯
河
性
魚
種
の
漁
獲
活
動

を
行
つ
て
当
該
魚
種
の
保
存
、
再
生
産
、
最
適
利
用
及
び
管
理

に
好
ま
し
く
な
い
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
知
つ
た
と
き



20北海道自治研究 ２０２３年７月（Ｎo.654）

委
任
を
受
け
て
こ
の
協
定
に
署
名
し
た
。

　

一
九
八
五
年
五
月
一
二
日
に
モ
ス
ク
ワ
で
、
ひ
と
し
く
正
文

で
あ
る
日
本
語
及
び
ロ
シ
ア
語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作
成
し
た
。

　

日
本
国
政
府
の
た
め
に

　
　

鹿
取
泰
衛

　

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
の
た
め
に

　
　

Ｖ
・
カ
ー
メ
ン
ツ
ェ
フ

【
引
用
元
】　

外
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
・
条
約
デ
ー
タ
検
索
を

通
じ
て
取
得
。

両
国
が
加
盟
し
て
い
る
国
際
機
関
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
漁
業

の
問
題
（
生
物
資
源
の
保
存
及
び
最
適
利
用
の
問
題
を
含
む
。）

に
つ
い
て
協
議
す
る
。

（
団
体
及
び
企
業
の
間
の
協
力
に
つ
い
て
の
協
議
）

第
六
条　

両
締
約
国
政
府
は
、相
互
に
関
心
を
有
す
る
場
合
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
関
係
法
令
の
範
囲
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
両

国
の
団
体
及
び
企
業
の
間
の
漁
業
の
分
野
に
お
け
る
協
力
の
問

題
に
つ
い
て
協
議
す
る
。

（
合
同
委
員
会
の
設
置
）

第
七
条

　

１　

両
締
約
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
、日
ソ
漁
業
合
同
委
員
会
（
以
下
「
合
同
委
員
会
」
と
い
う
。）

を
設
置
す
る
。

　

２　

合
同
委
員
会
は
、
各
締
約
国
政
府
が
そ
れ
ぞ
れ
任
命
す

る
一
人
の
代
表
及
び
二
人
以
内
の
代
表
代
理
で
構
成
す
る
。

　

３　

合
同
委
員
会
は
、
少
な
く
と
も
毎
年
一
回
交
互
に
両
国

に
お
い
て
会
合
す
る
。
合
同
委
員
会
の
会
議
の
運
営
に
関
す
る

共
同
の
経
費
は
、
受
人
側
が
負
担
す
る
。

　

４　

合
同
委
員
会
は
、
第
二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
関
連
す

る
問
題
に
関
し
協
議
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
の
協
定
の
実
施
に

関
連
す
る
そ
の
他
の
問
題
に
つ
き
検
討
す
る
。

　

５　

第
二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
関
連
す
る
問
題
に
関
す
る

協
議
の
結
果
及
び
こ
の
協
定
の
実
施
に
関
連
す
る
そ
の
他
の
問

題
に
つ
い
て
の
検
討
の
結
果
は
、
両
締
約
国
政
府
の
代
表
の
間

の
合
意
に
よ
り
採
択
さ
れ
る
合
同
委
員
会
の
会
議
の
議
事
録
に

記
載
さ
れ
る
。

（
海
洋
法
と
の
関
係
）

第
八
条　

こ
の
協
定
の
い
か
な
る
規
定
も
、
海
洋
法
の
諸
問
題

に
つ
い
て
の
い
ず
れ
の
締
約
国
政
府
の
立
場
又
は
見
解
を
も
害

す
る
も
の
と
み
な
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
効
力
発
生
及
び
有
効
期
間
）

第
九
条

　

１　

こ
の
協
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
国
内
法
上
の
手
続
に

従
つ
て
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
協
定
は
、
そ
の

承
認
を
通
知
す
る
外
交
上
の
公
文
が
交
換
さ
れ
た
日
に
効
力
を

生
じ
、
一
九
八
七
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
効
力
を
有
す
る
。

　

２　

こ
の
協
定
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
政
府
が
こ
の

協
定
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
の
六
箇
月
前
ま
で
に
こ
の
協
定

を
終
了
さ
せ
る
意
思
を
他
方
の
締
約
国
政
府
に
書
面
に
よ
つ
て

通
告
し
な
い
限
り
、
順
次
一
年
間
効
力
を
存
続
す
る
。

末
文

　

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
各
自
の
政
府
か
ら
正
当
に

め
、
一
九
七
七
年
五
月
二
七
日
に
モ
ス
ク
ワ
で
署
名
さ
れ
た
北

西
太
平
洋
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
の
地
先
沖
合

に
お
け
る
一
九
七
七
年
の
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ソ

ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
と
の
間
の
協
定
及
び
一

九
七
七
年
八
月
四
日
に
東
京
で
署
名
さ
れ
た
日
本
国
の
地
先
沖

合
に
お
け
る
一
九
七
七
年
の
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ソ

ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
と
の
間
の
協
定
に
基
づ

く
関
係
を
含
む
漁
業
の
分
野
に
お
け
る
両
国
の
間
の
伝
統
的
な

関
係
を
考
慮
し
、
北
西
太
平
洋
の
両
国
の
地
先
沖
合
に
お
け
る

漁
業
の
分
野
の
相
互
の
関
係
に
関
す
る
条
件
を
確
立
す
る
こ
と

を
希
望
し
て
、
次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

前
文

　

日
本
国
政
府
及
び
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府

は
、
北
西
太
平
洋
の
生
物
資
源
の
保
存
及
び
最
適
利
用
に
関
す

る
共
通
の
関
心
を
考
慮
し
、
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約

が
採
択
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
し
、
一
九
七
七
年
五
月
二
日
付
け

の
日
本
国
の
漁
業
水
域
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
に
基
づ
く
漁
業

に
関
す
る
日
本
国
の
管
轄
権
並
び
に
一
九
八
四
年
二
月
二
八
日

付
け
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
の
経
済
水
域
に
関

す
る
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
最
高
会
議
幹
部
会
令

に
基
づ
く
生
物
資
源
の
探
査
、
開
発
、
保
存
及
び
管
理
の
た
め

の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
の
主
権
的
権
利
を
認

＜

資
料
２＞

日
本
国
政
府
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
と
の
間
の

両
国
の
地
先
沖
合
に
お
け
る
漁
業
の
分
野
の
相
互
の
関
係
に
関
す
る

協
定
（
日
ソ
地
先
沖
合
漁
業
協
定
）　

一
九
八
四
年
一
二
月
一
四
日　

効
力
発
生
・
公
布
・
告
示
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４　

委
員
会
は
、
第
二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
関
連
す
る
問

題
に
関
し
協
議
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
の
協
定
の
実
施
に
関
連

す
る
そ
の
他
の
間
題
に
つ
き
検
討
す
る
。

（
こ
の
協
定
の
規
定
と
海
洋
法
の
諸
問
題
と
の
関
係
）

第
七
条　

こ
の
協
定
の
い
か
な
る
規
定
も
、
海
洋
法
の
諸
問
題

に
つ
い
て
も
、
相
互
の
関
係
に
お
け
る
諸
問
題
に
つ
い
て
も
、

い
ず
れ
の
締
約
国
政
府
の
立
場
又
は
見
解
を
害
す
る
も
の
と
み

な
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
効
力
発
生
及
び
有
効
期
間
）

第
八
条

　

１　

こ
の
協
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
国
内
法
上
の
手
続
に

従
つ
て
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
協
定
は
、
そ
の

承
認
を
通
知
す
る
外
交
上
の
公
文
が
交
換
さ
れ
た
日
に
効
力
を

生
じ
、
一
九
八
七
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
効
力
を
有
す
る
。

　

２　

こ
の
協
定
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
政
府
が
こ
の

協
定
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
の
六
箇
月
前
ま
で
に
こ
の
協
定

を
終
了
さ
せ
る
意
思
を
他
方
の
締
約
国
政
府
に
書
面
に
よ
つ
て

通
告
し
な
い
限
り
、
順
次
一
年
間
効
力
を
存
続
す
る
。

末
文

　

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
各
自
の
政
府
か
ら
正
当
に

委
任
を
受
け
て
こ
の
協
定
に
署
名
し
た
。

　

一
九
八
四
年
一
二
月
七
日
に
東
京
で
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ

る
日
本
語
及
び
ロ
シ
ア
語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作
成
し
た
。

　

日
本
国
政
府
の
た
め
に

　
　

安
倍
晋
太
郎

　

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
の
た
め
に

　
　

Ｖ
・
パ
ヴ
ロ
フ

【
引
用
元
】　

外
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
・
条
約
デ
ー
タ
検
索
を

通
じ
て
取
得
。

（
自
国
の
二
百
海
里
水
域
で
の
他
方
の
国
の
漁
獲
の
許
可
）

第
一
条　

各
締
約
国
政
府
は
、
相
互
利
益
の
原
則
に
立
つ
て
、

自
国
の
関
係
法
令
に
従
い
、
自
国
の
北
西
太
平
洋
の
沿
岸
に
接

続
す
る
二
百
海
里
水
城
（
以
下
「
水
域
」
と
い
う
。）
に
お
い
て

他
方
の
国
の
国
民
及
び
漁
船
が
漁
獲
を
行
う
こ
と
を
許
可
す
る
。

（
操
業
の
条
件
の
決
定
）

第
二
条　

各
締
約
国
政
府
は
、
予
見
さ
れ
な
い
事
態
に
お
い
て

調
整
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
自
国
の
水
域
に

お
け
る
他
方
の
国
の
漁
船
の
た
め
の
漁
獲
割
当
量
、
魚
種
別
組

成
及
び
操
業
区
域
並
び
に
自
国
の
水
域
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
漁

船
に
よ
る
操
業
の
具
体
的
な
条
件
に
つ
い
て
の
決
定
を
毎
年
行

う
。
こ
の
決
定
は
、
第
六
条
に
い
う
日
ソ
漁
業
委
員
会
に
お
い

て
行
わ
れ
る
協
議
の
後
、
資
源
状
態
、
自
国
の
漁
獲
能
力
、
他

方
の
国
の
伝
統
的
な
漁
獲
量
及
び
漁
獲
の
方
法
そ
の
他
の
関
連

す
る
要
因
を
考
慮
し
て
行
わ
れ
る
。

（
許
可
証
の
申
請
、
発
給
等
）

第
三
条

　

１　

各
締
約
国
政
府
の
権
限
の
あ
る
機
関
は
、
他
方
の
締
約

国
政
府
の
権
限
の
あ
る
機
関
か
ら
第
二
条
に
い
う
決
定
に
つ
い

て
の
書
面
に
よ
る
通
報
を
受
領
し
た
後
、
当
該
他
方
の
締
約
国

政
府
の
権
限
の
あ
る
機
関
に
対
し
、
当
該
他
方
の
国
の
水
域
に

お
け
る
漁
獲
を
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
自
国
の
漁
船
に
対
す
る

許
可
証
の
発
給
の
た
め
の
申
請
を
行
う
。
各
締
約
国
政
府
の
権

限
の
あ
る
機
関
は
、
こ
の
協
定
の
規
定
及
び
自
国
の
関
係
法
令

に
従
つ
て
、
こ
の
許
可
証
の
発
給
を
行
う
。

　

２　

各
締
約
国
政
府
の
権
限
の
あ
る
機
関
は
、
他
方
の
締
約

国
政
府
の
権
限
の
あ
る
機
関
に
対
し
、
第
一
条
に
い
う
漁
獲
を

行
う
こ
と
に
関
す
る
手
続
規
則
（
許
可
証
の
申
舗
及
び
発
給
並

び
に
操
業
日
誌
の
記
載
に
関
す
る
手
続
規
則
を
含
む
。）
を
書

面
に
よ
り
通
報
す
る
。

　

３　

各
締
約
国
政
府
の
権
限
の
あ
る
機
関
は
、
許
可
証
の
発

給
に
関
し
妥
当
な
料
金
を
微
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
漁
船
の
取
締
り
等
）

第
四
条

　

１　

各
締
約
国
政
府
は
、
自
国
の
国
民
及
び
漁
船
が
、
他
方

の
国
の
水
域
に
お
い
て
漁
獲
を
行
う
と
き
に
は
、
当
該
他
方
の

国
の
法
令
に
定
め
る
生
物
資
源
の
保
存
措
置
そ
の
他
の
条
件
に

従
う
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
。

　

２　

各
締
約
国
政
府
は
、
自
国
の
法
令
に
定
め
る
生
物
資
源

の
保
存
措
置
そ
の
他
の
条
件
を
他
方
の
国
の
国
民
及
び
漁
船
が

遵
守
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
、
国
際
法
に
従
つ
て
、
自

国
の
水
域
に
お
い
て
、
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

各
締
約
国
政
府
の
権
限
の
あ
る
機
関
は
、
他
方
の
国
の
漁
船

を
拿
捕
し
又
は
抑
留
し
た
場
合
に
は
、
他
方
の
締
約
国
政
府
に

対
し
、
と
つ
た
措
置
及
び
そ
の
後
に
科
し
た
刑
に
つ
い
て
、
外

交
上
の
経
路
を
通
じ
て
速
や
か
に
通
報
す
る
。

　

拿
捕
さ
れ
た
漁
船
及
び
そ
の
乗
組
員
は
、
適
当
な
担
保
又
は

そ
の
他
の
保
証
が
提
供
さ
れ
た
後
に
速
や
か
に
釈
放
さ
れ
る
。

　

３　

各
締
約
国
政
府
は
、
他
方
の
締
約
国
政
府
に
対
し
、
自

国
の
法
令
に
定
め
る
生
物
資
源
の
保
存
措
置
そ
の
他
の
条
件
に

つ
き
、
時
宜
を
失
す
る
こ
と
な
く
適
当
な
通
報
を
行
う
。

（
生
物
資
源
の
保
存
及
び
最
適
利
用
）

第
五
条　

両
締
約
国
政
府
は
、
両
国
の
水
域
に
存
在
す
る
生
物

資
源
の
保
存
及
び
最
適
利
用
に
つ
い
て
協
力
す
る
。

（
日
ソ
漁
業
委
員
会
の
設
置
）

第
六
条

　

１　

両
締
約
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
、
日
ソ
漁
業
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
を
設

置
す
る
。

　

２　

委
員
会
は
、
各
締
約
国
政
府
が
そ
れ
ぞ
れ
任
命
す
る
一

人
の
代
表
及
び
二
人
以
内
の
代
表
代
理
で
構
成
す
る
。

　

３　

委
員
会
は
、
少
な
く
と
も
毎
年
一
回
交
互
に
両
国
に
お

い
て
会
合
す
る
。
委
員
会
の
会
議
の
運
営
に
関
す
る
共
同
の
経

費
は
、
受
入
側
が
負
担
す
る
。
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＜
資
料
３＞

日
本
漁
民
に
よ
る
昆
布
採
取
に
関
す
る
北
海
道
水
産
会
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト

社
会
主
義
共
和
国
連
邦
漁
業
省
と
の
間
の
協
定
（
日
ソ
民
間
貝
殻
島
コ

ン
ブ
協
定
）

　

一
九
八
一
年
八
月
二
五
日
締
結

三
〇
日
に
い
た
る
操
業
期
間
中
こ
の
協
定
の
第
一
条
に
掲
げ
ら

れ
る
区
域
に
お
い
て
昆
布
採
取
に
従
事
す
る
も
の
と
す
る
。

　

操
業
全
期
間
中
の
日
本
漁
船
の
総
数
は
三
三
〇
隻
を
超
え
な

い
も
の
と
す
る
。
操
業
は
乗
組
員
三
名
い
つ
も
お
世
話
に
な
っ

て
お
り
ま
す
。
内
の
漁
船
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条　

日
本
漁
民
に
よ
る
昆
布
採
取
は
、
こ
の
協
定
の
不
可

分
の
部
分
を
な
す
付
属
書
に
掲
げ
ら
れ
る
手
続
に
よ
っ
て
行
わ

れ
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条　

日
本
漁
民
に
よ
る
昆
布
の
採
取
権
の
た
め
、
北
海
道

水
産
会
は
、
ソ
連
側
に
対
し
て
六
六
〇
〇
万
円
を
支
払
う
。

　

上
記
金
額
は
、こ
の
協
定
の
署
名
の
日
よ
り
一
五
日
以
内
に
、

農
林
中
央
金
庫
経
由
で
、
モ
ス
ク
ワ
市
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主

義
共
和
国
連
邦
外
国
貿
易
銀
行
に
お
け
る
ソ
ヴ
ル
イ
ブ
フ
ロ
ー

ト
の
口
座
番
号
三
四
四
〇
一
〇
四
六
に
送
金
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条　

こ
の
協
定
の
第
一
条
に
掲
げ
ら
れ
る
区
域
に
お
い
て

昆
布
採
取
に
従
事
す
る
日
本
漁
民
は
、
こ
の
区
域
に
適
用
せ
ら

れ
る
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
の
法
律
、
決
定
及
び

規
則
並
び
に
こ
の
協
定
の
規
定
を
遵
守
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

前
記
の
法
律
、
決
定
及
び
規
則
に
つ
い
て
、
ま
た
そ
れ
ら
に

対
す
る
改
正
及
び
追
加
に
つ
い
て
は
、
ソ
連
側
は
北
海
道
水
産

会
に
通
報
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条　

こ
の
協
定
は
一
九
八
一
年
の
操
業
期
間
に
対
し
締
結

さ
れ
、署
名
の
日
よ
り
効
力
を
発
生
す
る
。
双
方
の
代
表
者
は
、

こ
の
協
定
の
実
施
状
況
を
審
議
し
今
後
の
措
置
に
関
す
る
問
題

を
解
決
す
る
た
め
に
、
一
九
八
二
年
五
月
一
五
日
ま
で
に
会
合

す
る
も
の
と
す
る
。

　

一
九
八
一
年
八
月
二
五
日
モ
ス
ク
ワ
に
お
い
て
ひ
と
し
く
正

文
で
あ
る
日
本
語
及
び
ロ
シ
ア
語
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
二
通
を
作

成
し
た
。

　

北
海
道
水
産
会
の
委
任
に
よ
り

　
　

金
澤
幸
雄

  

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
漁
業
省
の
委
任
に
よ
り

　
　

Ｂ
・
ク
タ
コ
フ

付
属
書

　

北
海
道
水
産
会
及
び
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
漁

業
省
の
代
表
者
は
、
一
九
八
一
年
八
月
二
五
日
に
モ
ス
ク
ワ
で

署
名
さ
れ
た
、
日
本
漁
民
に
よ
る
昆
布
採
取
に
関
す
る
北
海
道

水
産
会
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
漁
業
省
と
の
間

の
協
定
の
実
施
に
関
し
、
次
の
と
お
り
合
意
し
た
。

一
、
昆
布
採
取
区
域
は
、
こ
の
協
定
の
第
一
条
に
掲
げ
ら
れ
る

位
置
に
お
け
る
イ
、
ロ
、
ハ
及
び
ニ
の
点
に
設
置
さ
れ
る
浮

標
に
よ
っ
て
標
示
さ
れ
る
。
そ
の
他
に
次
の
追
加
浮
標
が
設

置
さ
れ
る
。

　
　
　

イ
及
び
ロ
の
両
点
間
に
一
浮
標

　
　
　

ロ
及
び
ハ
の
両
点
間
に
三
浮
標

　
　
　

ハ
及
び
ニ
の
両
点
間
に
二
浮
標

　

浮
標
は
、
ソ
連
側
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
手
続
き
に
従
っ

て
設
置
、
撤
収
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
位
置
は
日
本
漁
民
に
通
報

さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

  

北
海
道
水
産
会
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
漁
業

省
と
は
、
日
本
国
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
と
の

間
の
善
隣
関
係
と
協
力
と
を
増
進
し
強
化
す
る
こ
と
に
寄
与
す

る
こ
と
を
希
望
し
、
左
記
の
と
お
り
合
意
し
た
。

第
一
条　

ソ
連
側
は
、
北
海
道
に
居
住
す
る
日
本
漁
民
の
要
請

に
応
え
、
こ
れ
ら
の
漁
民
に
対
し
、
左
記
の
点
に
通
ず
る
線
に

よ
っ
て
区
画
さ
れ
る
区
域
に
お
い
て
昆
布
の
採
取
を
可
能
な
ら

し
め
る
こ
と
に
同
意
す
る
。

イ　

東
経
一
四
五
度
五
〇
分
二
六
秒
、
北
緯
四
三
度
二
三

分
四
〇
秒

ロ　

東
経
一
四
五
度
五
一
分
四
八
秒
、
北
緯
四
三
度
二
四

分
二
三
秒

ハ　

東
経
一
四
五
度
五
四
分
二
〇
秒
、
北
緯
四
三
度
二
二

分
三
六
秒

ニ　

東
経
一
四
五
度
五
一
分
三
〇
秒
、
北
緯
四
三
度
二
二

分
〇
六
秒

　

採
取
に
従
事
す
る
日
本
漁
船
は
、
東
経
一
四
五
度
五
〇
分
〇
七

秒
、
北
緯
四
三
度
二
三
分
二
四
秒
及
び
東
経
一
四
五
度
五
〇
分
二

六
秒
、
北
緯
四
三
度
二
三
分
四
〇
秒
の
両
点
を
結
ぶ
線
と
、
東
経

一
四
五
度
五
〇
分
二
六
秒
、
北
緯
四
三
度
二
一
分
五
八
秒
及
び
東

経
一
四
五
度
五
一
分
三
〇
秒
、
北
緯
四
三
度
二
二
分
〇
六
秒
の
両

点
を
結
ぶ
線
と
の
間
よ
り
操
業
区
域
に
出
入
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条　

日
本
漁
民
は
、
一
九
八
一
年
八
月
二
五
日
よ
り
九
月
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【
引
用
元
】　

社
団
法
人
北
海
道
水
産
会
・
貝
殻
島
区
域
昆
布

採
取
協
定
実
行
委
員
会
発
行
『
日
ソ
昆
布
採
取
協

定
交
渉
要
録
並
び
に
操
業
概
要
（
昭
和
五
五
年
度

～
昭
和
六
〇
年
度
）
』
八
〇
～
八
四
頁
。

　
　
　
　
　
　

な
お
、
旧
協
定
（
高
碕
協
定
）
に
つ
い
て
は
、

社
団
法
人
大
日
本
水
産
会
発
行
『
日
ソ
間
昆
布
採

取
協
定
の
締
結
交
渉
要
録
』
六
八
～
七
二
頁
に
、

協
定
本
文
と
付
属
書
の
掲
載
が
あ
る
。

二
、
こ
の
協
定
の
規
定
に
違
反
す
る
日
本
漁
民
は
こ
の
区
域
に

お
け
る
採
取
権
を
喪
失
せ
し
め
ら
れ
得
る
も
の
と
す
る
。

三
、
北
海
道
水
産
会
は
、
昆
布
採
取
を
行
う
日
本
漁
船
の
う
ち

一
隻
を
日
本
漁
民
及
び
漁
船
に
よ
る
協
定
履
行
の
監
視
に
当

た
ら
せ
る
た
め
に
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。

四
、
昆
布
採
取
を
行
う
各
漁
船
は
、
次
の
標
識
を
保
持
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

⑴　

船
首
部
両
舷
側
に
船
名
を
明
記
す
る
こ
と
。

⑵　

船
首
部
両
舷
側
に
船
名
と
列
記
し
て
高
さ
一
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
幅
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
に
白

字
を
も
っ
て
記
載
さ
れ
る
識
別
番
号
を
表
示
す
る
こ
と
。

⑶　

船
尾
両
舷
側
に
船
籍
地
を
表
示
す
る
こ
と
。

⑷　

漁
船
の
両
舷
側
丈
夫
に
帯
状
赤
色
の
塗
装
を
す
る
こ

と
。

五
、
昆
布
採
取
は
次
の
条
件
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
る
も
の
と
す

る
。⑴　

採
取
は
協
定
第
一
条
に
掲
げ
ら
れ
る
区
域
に
限
り
行

わ
れ
る
こ
と
。

⑵　

採
取
期
間
は
日
出
か
ら
日
没
ま
で
と
す
る
こ
と
。

⑶　

用
い
ら
れ
得
る
採
取
具
及
び
方
法
は
三
ま
た
棹
及
び

昆
布
棹
と
す
る
こ
と
。

⑷　

昆
布
に
附
着
し
て
石
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
場
合
は
、

採
取
現
場
に
お
い
て
直
接
海
中
に
そ
の
ま
ま
投
下
す
る

こ
と
。

⑸　

再
生
産
の
目
的
を
も
っ
て
成
昆
布
の
二
〇
パ
ー
セ
ン

ト
は
そ
の
ま
ま
残
す
こ
と
。

⑹　

生
物
学
的
環
境
改
善
の
た
め
、
九
月
二
六
日
か
ら
九

月
三
〇
日
ま
で
の
期
間
中
二
日
間
、
昆
布
の
全
採
取
量

の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
ち
が
い
そ
を
採
取
す
る
こ

と
。

六
、
採
取
を
行
う
漁
船
の
乗
組
員
は
次
の
事
項
を
行
っ
て
は
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
。

⑴　

協
定
中
に
掲
げ
ら
れ
る
区
域
に
お
い
て
他
の
種
類
の

採
捕
を
な
す
こ
と
。
但
し
、
昆
布
採
取
に
従
事
す
る
漁

民
の
食
料
に
供
す
る
た
め
当
該
漁
船
に
よ
り
手
釣
り
の

方
法
を
も
っ
て
ア
イ
ナ
メ
、
カ
レ
イ
、
カ
ジ
カ
な
ど
の

小
魚
を
採
取
す
る
こ
と
は
妨
げ
な
い
。

⑵　

未
熟
昆
布
の
採
取
を
行
う
こ
と
。

⑶　

漁
船
上
に
写
真
機
及
び
映
画
撮
影
機
を
保
持
す
る
こ

と
。

⑷　

採
取
区
域
内
に
な
る
島
嶼
に
上
陸
す
る
こ
と
。

＜

資
料
４＞

日
本
国
政
府
と
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
と
の
間
の
海
洋
生
物
資
源
に
つ
い
て

の
操
業
の
分
野
に
お
け
る
協
力
の
若
干
の
事
項
に
関
す
る
協
定
（
安
全

操
業
枠
組
み
協
定
）

　

一
九
九
八
年
二
月
二
一
日　

調
印　
　

一
九
九
八
年
五
月
二
一
日　

効
力
発
生

間
の
貿
易
経
済
及
び
科
学
技
術
の
分
野
に
お
け
る
関
係
の
今
後

の
展
望
に
関
す
る
宣
言
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
諸
原
則
に

基
づ
き
、
生
物
資
源
の
保
存
、
合
理
的
利
用
及
び
再
生
産
の
た

め
の
協
力
（
海
洋
環
境
の
保
護
の
た
め
の
協
力
を
含
む
。）
の

一
層
の
進
展
を
重
視
し
、
こ
の
協
定
に
規
定
す
る
水
域
に
お
け

る
日
本
国
の
漁
船
に
よ
る
商
業
的
基
礎
に
基
づ
く
暫
定
的
な
性

格
を
有
す
る
操
業
並
び
に
当
該
水
域
に
お
け
る
生
物
資
源
の
保

存
、
合
理
的
利
用
及
び
再
生
産
の
態
様
を
定
め
る
こ
と
を
希
望

し
て
、
次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

（
両
政
府
の
協
力
）

第
一
条　

両
政
府
は
、
こ
の
協
定
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

択
捉
島
、
国
後
島
、
色
丹
島
及
び
歯
舞
群
島
の
周
辺
の
付
表
に

前
文

　

日
本
政
府
及
び
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
（
以
下
「
両
政
府
」
と
い

う
）
は
、
日
本
国
と
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間
の
善
隣
関
係
の
発
展

及
び
強
化
の
促
進
を
希
望
し
、
一
九
八
四
年
一
二
月
七
日
に
東

京
で
署
名
さ
れ
た
日
本
国
政
府
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和

国
連
邦
政
府
と
の
間
の
両
国
の
地
先
沖
合
に
お
け
る
漁
業
の
分

野
の
相
互
の
関
係
に
関
す
る
協
定
及
び
一
九
八
五
年
五
月
一
二

日
に
モ
ス
ク
ワ
で
署
名
さ
れ
た
漁
業
の
分
野
に
お
け
る
協
力
に

関
す
る
日
本
国
政
府
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政

府
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
関
係
を
含
む
漁
業
の
分
野
に
お
け

る
両
国
の
間
の
伝
統
的
か
つ
互
恵
的
な
関
係
の
一
層
の
発
展
及

び
強
化
を
志
向
し
、
一
九
九
三
年
一
〇
月
一
三
日
付
け
の
日
露

関
係
に
関
す
る
東
京
宣
言
並
び
に
日
本
国
と
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
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日
本
国
政
府
の
た
め
に

　
　

小
渕
恵
三

　

ロ
シ
ア
連
邦
政
府
の
た
め
に

　
　

ボ
リ
ス
・
エ
フ
ィ
ー
モ
ヴ
ィ
チ
・
ネ
ム
ツ
ォ
フ

付
表

　

第
１
点　

北
緯
43
度
23
分
00
秒
東
経
１
４
５
度
56
分
00
秒

　

第
２
点　

北
緯
43
度
25
分
30
秒
東
経
１
４
５
度
49
分
12
秒

　

第
３
点　

北
緯
43
度
28
分
36
秒
東
経
１
４
５
度
45
分
29
秒

　

第
４
点　

北
緯
43
度
34
分
00
秒
東
経
１
４
５
度
43
分
00
秒

　

第
５
点　

北
緯
43
度
32
分
00
秒
東
経
１
４
５
度
34
分
00
秒

　

第
６
点　

北
緯
43
度
47
分
00
秒
東
経
１
４
５
度
15
分
00
秒

　

第
７
点　

北
緯
44
度
00
分
00
秒
東
経
１
４
５
度
23
分
02
秒

　

第
８
点　

北
緯
44
度
04
分
00
秒
東
経
１
４
５
度
28
分
30
秒

　

第
９
点　

北
緯
44
度
41
分
00
秒
東
経
１
４
６
度
01
分
00
秒

　

第
10
点　

北
緯
44
度
37
分
00
秒
東
経
１
４
６
度
25
分
00
秒

　

第
11
点　

北
緯
44
度
40
分
00
秒
東
経
１
４
６
度
41
分
00
秒

　

第
12
点　

北
緯
44
度
49
分
00
秒
東
経
１
４
６
度
49
分
00
秒

　

第
13
点　

北
緯
44
度
50
分
00
秒
東
経
１
４
７
度
06
分
00
秒

　

第
14
点　

北
緯
44
度
35
分
00
秒
東
経
１
４
７
度
13
分
00
秒

　

第
15
点　

北
緯
44
度
22
分
00
秒
東
経
１
４
７
度
15
分
00
秒

　

第
16
点　

北
緯
44
度
14
分
00
秒
東
経
１
４
７
度
01
分
00
秒

　

第
17
点　

北
緯
44
度
16
分
00
秒
東
経
１
４
６
度
46
分
00
秒

　

第
18
点　

北
緯
44
度
03
分
00
秒
東
経
１
４
６
度
15
分
00
秒

　

第
19
点　

北
緯
43
度
43
分
00
秒
東
経
１
４
５
度
49
分
00
秒

【
引
用
元
】　

外
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
・
条
約
デ
ー
タ
検
索
を

通
じ
て
取
得
。

示
さ
れ
る
緯
度
及
び
経
度
の
点
を
順
次
結
ぶ
測
地
線
に
よ
り
囲

ま
れ
る
水
域
に
お
い
て
日
本
国
の
漁
船
に
よ
る
生
物
資
源
に
つ

い
て
の
操
業
が
実
施
さ
れ
る
た
め
、
ま
た
、
当
該
水
域
に
お
け

る
生
物
資
源
の
保
存
、
合
理
的
利
用
及
び
再
生
産
の
た
め
、
協

力
す
る
。

（
了
解
覚
書
に
従
っ
た
実
施
等
）

第
二
条

　

１　

第
一
条
に
規
定
す
る
水
域
に
お
け
る
日
本
国
の
漁
船
に

よ
る
生
物
資
源
に
つ
い
て
の
操
業
は
、
両
政
府
が
外
交
上
の
経

路
を
通
じ
て
相
互
に
通
報
す
る
こ
と
に
よ
り
確
定
さ
れ
る
そ
れ

ぞ
れ
の
国
の
団
体
の
間
で
毎
年
合
意
さ
れ
る
了
解
覚
書
に
従
っ

て
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

２　

両
政
府
は
、
こ
の
条
の
１
に
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
団

体
の
間
で
合
意
さ
れ
る
取
決
め
を
こ
の
条
の
１
に
い
う
了
解
覚

書
と
し
て
認
知
す
る
旨
を
外
交
上
の
公
文
の
交
換
に
よ
り
相
互

に
通
報
す
る
。

　

３　

日
本
国
政
府
は
、
生
物
資
源
に
つ
い
て
の
操
業
、
保
存

及
び
再
生
産
に
関
連
し
て
、
こ
の
条
の
１
に
い
う
日
本
国
の
団

体
に
よ
り
、
こ
の
協
定
及
び
こ
の
条
の
１
に
い
う
了
解
覚
書
に

従
い
、
支
払
が
行
わ
れ
る
よ
う
日
本
国
の
法
令
の
範
囲
内
で
措

置
を
と
る
。

（
協
力
の
発
展
）

第
三
条　

両
政
府
は
、
相
互
に
関
心
を
有
す
る
場
合
に
、
漁
獲

物
の
市
場
価
格
の
動
向
に
関
す
る
情
報
の
交
換
及
び
漁
獲
物
の

加
工
を
含
む
両
国
間
の
漁
業
一
般
の
分
野
に
お
け
る
協
力
の
発

展
に
努
め
る
。

　

両
政
府
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
関
係
法

令
の
範
囲
内
で
、
相
互
の
漁
業
関
係
の
分
野
に
お
け
る
両
国
の

団
体
及
び
企
業
の
間
の
協
力
の
発
展
を
奨
励
す
る
。

（
協
議
）

第
四
条　

両
政
府
は
、
相
互
に
合
意
す
る
時
期
に
、
原
則
と
し

て
一
年
に
一
回
、
こ
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
き

協
議
を
行
う
。

（
連
絡
の
促
進
）

第
五
条　

両
政
府
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、
こ
の
協
定
の
実
施

に
関
連
し
、
日
本
国
農
林
水
産
省
水
産
庁
、
日
本
国
運
輸
省
海

上
保
安
庁
、
ロ
シ
ア
連
邦
農
業
食
糧
省
、
ロ
シ
ア
連
邦
国
境
警

備
庁
そ
の
他
の
両
政
府
の
関
係
機
関
の
間
の
連
絡
を
促
進
す
る
。

（
相
互
の
関
係
に
お
け
る
諸
問
題
と
の
関
係
）

第
六
条  

こ
の
協
定
。
こ
の
協
定
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
活
動
及

び
こ
の
協
定
の
実
施
の
た
め
の
措
置
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す

る
い
か
な
る
活
動
及
び
措
置
も
、
相
互
の
関
係
に
お
け
る
諸
問

題
に
つ
い
て
の
い
ず
れ
の
政
府
の
立
場
及
び
見
解
を
も
害
す
る

も
の
と
み
な
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
効
力
発
生
、
有
効
期
間
及
び
延
長
）

第
七
条

　

１  

こ
の
協
定
は
、
両
政
府
が
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
た

め
に
必
要
な
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
法
上
の
手
続
が
完
了
し
た
こ
と

を
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
相
互
に
通
告
し
た
日
に
効
力
を
生

じ
、
い
ず
れ
か
一
方
の
政
府
が
こ
の
協
定
を
終
了
さ
せ
よ
う
と

す
る
日
の
少
な
く
と
も
六
箇
月
前
ま
で
に
他
方
の
政
府
に
書
面

に
よ
っ
て
そ
の
旨
を
通
告
し
な
い
限
り
、
三
年
間
効
力
を
有
す

る
。

　

２　

こ
の
協
定
は
、
三
年
間
効
力
を
有
し
た
後
、
い
ず
れ
か

一
方
の
政
府
が
こ
の
協
定
の
満
了
の
日
の
六
箇
月
前
ま
で
に
こ

の
協
定
を
終
了
さ
せ
る
意
思
を
他
方
の
政
府
に
書
面
に
よ
っ
て

通
告
し
な
い
限
り
、
自
動
的
に
順
次
一
年
間
効
力
を
延
長
さ
れ

る
。

末
文

　

一
九
九
八
年
二
月
二
一
日
に
モ
ス
ク
ワ
で
、
ひ
と
し
く
正
文

で
あ
る
日
本
語
及
び
ロ
シ
ア
語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作
成
し
た
。


